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一戸建住宅での火災警報器の設置・交換状況調査 
令和 4年３月 

南池袋二三四町会  

 

令和 4 年 1 月 23 日に、町会の近隣で起こった火災では死亡者も出て、火災

予防の注意喚起が消防署から繰り返されています。火災の早期発見には住宅用

火災警報器(交換目安 10年)の設置が有効といわれています。 

火災警報器の設置は、平成 22 年 4 月 1 日から、一戸建て住宅でも義務付け

られています。しかし、天井に設置された火災警報器の交換および手配は高齢者

だけの家庭では難しいことも多いと考えられます。そこで、南池袋二三四町会で

は、どのような支援ができるかを考えるために、火災警報器の設置（または交換）

の状況調査をすることとしました。 

アパート・マンションにお住いの方は管理者が火災警報器の設置・点検をしてい

ますので、この調査の対象外です。 

※町会としての支援としては、例えば、①会員により安価に設置（交換）作業をする、②設置・交

換の希望を取りまとめることで業者から下記より若干安価な割引価格を得る等を考えていま

す。集計結果により、何ができるかを検討する予定です。 

※火事は地域で考える課題ですので、町会員でない人にも支援を検討する予定です。 

 

東京消防庁チラシより 
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（参考） 

豊島区防災用品斡旋チラシより：各自でお申込みいただけます。 

 

 

 

 

この調査の問合せ先：町会 防災部長  

 

 


